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１ 甲賀市職員コンプライアンス行動指針を策定する趣旨 

 

  コンプライアンスとは、一般的に「法令遵守」と訳されます。「法令遵守」とは、

法令に従い、これを確実に守ることです。これが公務員の基本であることは言うま

でもありませんが、私たち甲賀市職員の目指すコンプライアンスは、法令の遵守だ

けにとどまらず、社会の規範やルール、マナーまで含めて遵守すること、それによ

って市民に信頼される市役所を作っていくことです。 

  全体の奉仕者として市民から信頼される行政運営を行うためには、全職員が法令

等を遵守して職務を執行すること、さらに、法令等により禁止されていなくても「そ

れを行ったら市民の信頼を損なうと考えられる行為」は行わないこと、法令等によ

り義務化されていなくても「それを行うことで市民の満足度が向上する行為」を行

おうとする共通の認識を持って、市民に対して誠実かつ公正・公平に対応し、質の

高い行政サービスの提供につなげていくことが大切です。 

  これまで、市民から信頼されることを目指す一方で、現実には市職員が関係する

不祥事が発生しています。不祥事を防止するには、職員一人ひとりがコンプライア

ンスについての意識・認識を新たにして、全職員で不祥事の発生原因を断ち切って、

二度と不祥事を発生させない組織風土を作り上げ、市民から信頼される組織になる

という強い心構えを持たなければなりません。 

  ここに定める「甲賀市職員コンプライアンス行動指針」は、二度と不祥事を起こ

さないという強い決意のもとに、すべての職員がこの指針を手元に置き、市職員と

しての行動規範、コンプライアンスの推進に係る制度や仕組み等の基本を常時確認

し、点検、改善していくことができるツールとして策定します。 
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２ コンプライアンスを推進するために 

 

甲賀市職員行動規範 

(１) 法令を遵守し、誠実で公正・公平に職務を遂行します。 

(２) 自らを律し、疑惑のない行動をします。 

(３) 個人情報を適切に管理します。 

(４)積極的に情報を提供し、わかりやすく丁寧な説明をします。 

(５) 適正な手続きに基づき、組織として決定します。 

 

組織全体でコンプライアンスの意識を向上させ、不祥事を未然に防ぐためには、組

織としてのマネジメントだけでは不十分です。職員一人ひとりが正しい行動をするた

めの自律的マネジメントが必要です。 

私たち市職員は、「法令を遵守することで、不祥事を起こさない、起こさせない。」

という認識を前提として、日常業務のリスクマネジメントを考え、特に意識すべき行

動基準・判断基準を「甲賀市職員行動規範」として定めます。 

 １はコンプライアンスの基本である「法令遵守」について、２、３及び４は法令遵

守のなかでも特に重要な「不正行為の防止」「個人情報保護」及び「情報公開」につ

いて、５は不祥事を起こさせない組織的な風土づくりについて、行動規範として掲げ

ます。 

 

 次の章では、それぞれの規範について、基本的な心構えを丸数字で、具体的な行動

の留意点を アクションポイント で、遵守しなければならない事項を 関係規定 で示

します。 
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３ 「甲賀市職員行動規範」における具体的な取り組み 

 

(１) 法令を遵守し、誠実で公正・公平に職務を遂行します。 

① 自己の職務の根拠となる法令等を、常に意識し、確認します。 

②誰に対しても誠実に、かつ、公正・公平な対応ができるように、関係

法令及び行政手続基準に従って、適切に事務を処理します。 

③特定の者に対して有利又は不利な取扱いを求める不当な要求等に対

しては、毅然とした態度で対応します。 

 

※不祥事の最たるものは、法令に違反する行為です。当たり前のことですが、市

職員として、改めて法令を遵守することを宣言します。 

 

アクションポイント 

ア 業務の執行にあたっては、必ず根拠となる法令等（法律、政令、条例、規則、要

綱等）を確認します。 

イ 直接には法令等に基づかない業務であっても、地方公共団体・地方公務員に係る

基本法令の趣旨に合致しているかを常に意識し業務を執行します。 

ウ 市民からの苦情は、しっかりと傾聴し、業務改善に結びつける好機と捉え、誠実

に対応します。 

エ 法令等の解釈・適用、行政手続きの運用について、組織として統一した基準に従

い、誰に対しても公平に処理します。担当者の判断で、法令等に規定されていない

例外的取扱いをすることは許されません。 

オ 職場内の法令違反行為を知ったときは、これを隠蔽又は看過することなく、所属

長に相談する等の適切な対応をします。 

カ 部下から相談を受けた所属長は、これを真摯に受け止め、隠蔽又は看過すること

なく、上司に報告するとともに、速やかに法令違反行為の是正のための処置をとり

ます。 

キ 法令違反行為について、職場内での是正が困難なときは、庁内窓口である法務室

に通報するか、外部相談窓口へ通報し、公益通報制度を積極的に活用します。 
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ク 不当要求や公正な職務の遂行を妨げる行為があった場合には、職場全体の課題と

して情報共有し、対応を 1人の職員に任せきりにせず、組織として対応します。 

ケ 市民社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然として対応し、断固

拒否します。  

 

関係規定 

ａ 服務の根本基準（地方公務員法第３０条・ 

甲賀市職員服務規程第３条から第２３条） 

  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂

行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

ｂ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第３２条） 

  職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び

地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わ

なければならない。 

ｃ 信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条・ 

甲賀市職員倫理規程第１条から第１５条） 

  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為を

してはならない。 

ｄ 秘密を守る義務（地方公務員法第３４条第１項・甲賀市職員服務規程第１９条） 

  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

ｅ 職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 

  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上

の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を

有する職務にのみ従事しなければならない。 

ｆ 最少経費で最大効果の事務処理原則（地方自治法第２条第１４項） 

  地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 

ｇ 法令に違反した事務処理の禁止（地方自治法第２条第１６項・第１７項） 

  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。法令に違反し

て行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。 
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(２) 自らを律し、疑惑のない行動をします。 

① 市民に信頼される市職員、そして組織であるために、職場の内外を

問わず、常に公私の別を明らかにし、汚職をしないことは当然のこ

ととして、市民から疑惑や不信を抱かれることのない行動をします。 

 

※職員の地位や職権を利用した収賄や個人の利益を図る不正行為（横領等）の防

止、すなわち汚職の防止が挙げられます。汚職は絶対にあってはならないこと

です。 

 

アクションポイント 

ア 日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益の

ために用いません。 

イ 職務上利害関係のある者と接するにあたっては、会食、贈答品の授受、遊技等い

やしくも職の信用を失墜し、市民の不信や疑惑を招く行為は厳に慎みます。利害関

係のない者との間であっても、市民の不信や疑惑を招く接待や利益の供与を受けま

せん。 

ウ 官公庁間の接待及び贈答品の授受は行わないことはもとより、官公庁間の会議等

における会食についても、その必要性等に十分配慮します。また、職員相互間にお

ける贈答品の授受についても節度を持って行います。 

エ 業務上の関係者や有識者の意見を収集又は交換する場合は、自己の行為が業務目

的に合致するか、社会通念上許されるかを常に念頭において行動します。 

オ 公職選挙に関して、公務員は一般の市民よりも厳しい制限があります。「これく

らいは大丈夫だろう」などと、安易に判断せず、法令に基づき慎重に対応します。 

 

関係規定 

ａ 収賄、受託収賄及び事前収賄（刑法第１９７条） 

  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたと

きは、５年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、７年以

下の懲役に処する。 

  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を

収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、

５年以下の懲役に処する。 
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ｂ 第三者供賄（刑法第１９７条の２） 

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその

供与の要求若しくは約束をしたときは、５年以下の懲役に処する。  

ｃ 加重収賄及び事後収賄（刑法第１９７条の３） 

  公務員が前二条（刑法第１９７条・第１９７条の２）の罪を犯し、よって不正な

行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、１年以上の有期懲役に処する。  

  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに

関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供

与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。  

  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又

は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束

をしたときは、５年以下の懲役に処する。  

ｄ あっせん収賄（刑法第１９７条の４） 

  公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当

の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収

受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、５年以下の懲役に処する。 

ｅ 詐欺（刑法第２４６条） 

  人を欺いて財物を交付させた者は、１０年以下の懲役に処する。 

ｆ 背任（刑法第２４７条） 

  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は

本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加え

たときは、５年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

ｇ 業務上横領（刑法第２５３条） 

  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、１０年以下の懲役に処する。 

ｈ 政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

  地方公務員の政治活動、選挙活動を制限。 

ｉ 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止（公職選挙法第１３６条の２） 

  地方公共団体の公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 

ｊ 欠格条項・懲戒（地方公務員法第１６条・第２９条） 

  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しく

は選考を受けることができない。 

  職員に対し、処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 
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(３) 個人情報を適切に管理します。 

①個人情報保護制度についての基本的な知識を身に付け、個人情報を適

切に取り扱い、個人情報の紛失や漏洩等の事故を起こさないようにし

ます。 

 

※個人情報を適切に保護しなければならないことは、甲賀市個人情報保護条例に

定めています。個人情報の紛失や漏洩等は、市民生活に密接に係わる重要な問

題であり、絶対にあってはならないことです。 

 

アクションポイント 

ア 個人情報を保護することは基本的人権を保護すること、個人情報の紛失や漏洩等

の事故が起きれば市民に対して大きな被害が生じるおそれがあることを、常に意識

します。 

イ 職務上で個人情報を収集する場合は、使用目的を明確にして職務に必要な範囲内

で、原則として本人から取得しなければならないことを常に念頭に置いて業務を遂

行します。 

ウ 職務上知り得た個人情報を、目的外利用又は外部提供することは、原則として禁

止されていることを常に念頭に置いて業務を遂行します。 

エ 個人情報の取扱いについて疑義が生じた場合には、上司や法務室に相談し、取扱

方針について組織内での共有化を図ります。 

オ 個人情報の紛失や漏洩等の事故を起こさないために、許可が無いかぎり個人情報

の持ち出しはしません。 

 

関係規定 

ａ 個人情報保護条例の目的（甲賀市個人情報保護条例第１条） 

  この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項及び実施機関が保有す

る個人情報の開示等を請求する権利を定めることにより、個人の権利利益の保護を

図るとともに、基本的人権を擁護し、もって公正かつ適正な市政運営に資すること

を目的とする。 

ｂ 実施機関の責務（甲賀市個人情報保護条例第３条） 

  実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策

を講ずるとともに、その重要性について市民等及び事業者への意識の啓発に努めな

ければならない。 
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  実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

ｃ 収集の制限（甲賀市個人情報保護条例第７条第１項・第２項・第３項） 

  実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ個人情報取扱事務

の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手

段により収集しなければならない。 

  実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな

るおそれがあると認められる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。（各号は略す） 

  実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。（各号は略す） 

ｄ 目的外利用及び外部提供の制限（甲賀市個人情報保護条例第８条） 

  実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、保有個人情報を当該実施機関内

において利用（以下「目的外利用」という。）し、又は当該実施機関以外のものへ

提供（以下「外部提供」という。）してはならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。（各号は略す） 

ｅ 罰則（甲賀市個人情報保護条例第４９条等） 

  実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的

で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記

録を収集したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

ｆ 秘密漏えいに関する罪（地方税法第２２条） 

  地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その

事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、２年以下の懲

役又は１００万円以下の罰金に処する。 

ｇ 甲賀市情報セキュリティポリシー 

本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実

施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。 

職員、非常勤職員及び臨時職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認

識を持ち、業務の遂行にあたって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ

実施手順を遵守しなければならない。 
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(４)積極的に情報を提供し、わかりやすく丁寧な説明をします。 

①積極的に情報公開や情報提供をし、説明責任を果たすことで、市政の

透明性を高め、不祥事を起こせない風土を作り上げます。 

 

  ※説明責任：説明の必要な事柄、また、説明を求められた事柄について当事者が

十分な説明を為すべき責任。単に説明責任を果たすという概念ではな

く、行政の透明性を確保するために裏づけを示し、その弁明を市民に

納得してもらえるような状況を整えることが求められる。 

アクションポイント 

ア 市民から情報公開を求められたときは、個人情報の保護等に最大限配慮しつつも、

情報公開条例に基づいて積極的に情報を公開するとともに、市民への説明責任を十

分に果たします。 

イ 市政をさらに透明性の高いものとするため、情報公開請求をされなくても、ホー

ムページや広報誌を活用して、市政に関する情報を積極的に市民に情報提供します。 

ウ 情報、資料等を公表する際には、わかりやすい内容とするために、平易な言葉で

的確な表現を心がけるとともに、適宜、数値目標を示したり、図表を使用したりす

るなど、表現方法を工夫します。 

関係規定 

ａ 情報公開条例の目的（甲賀市情報公開条例第１条） 

  この条例は、地方自治の本旨に則り、市政に関する市民の知る権利を保障するも

のとして、市の保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、広

く情報を公開することにより、市民の市政への参加の促進と信頼の確保を図り、公

正な市政の推進に資することを目的とする。 

ｂ 情報公開の実施機関の責務（甲賀市情報公開条例第３条第１項・第２項） 

  実施機関は、行政文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解

釈し、運用するとともに個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなけれ

ばならない。 

  実施機関は、行政文書の公開に合わせ、市政に関する情報を積極的に提供するよ

うに努めなければならない。 

ｃ 情報公開の推進（甲賀市情報公開条例第３０条） 

  市は、この条例に基づく行政文書の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に

関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければな

らない。 
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(５) 適正な手続きに基づき、組織として決定します。 

①職員個人で判断をすることなく、適正な手続きにより組織的決定に基

づき、職務を遂行します。（個人の職権乱用防止） 

②職務を円滑に遂行するため、報告・連絡・相談を励行し、情報の共有

に努めます。（不祥事の未然防止と早期発見） 

③管理監督者は、不祥事等の発生を未然に、かつ自律的に防止するため

に、個々の職員とともに相互に点検しあい、日ごろから風通しの良い

職場環境作りに努めます。（不祥事の未然防止と早期発見） 

 

※不祥事を未然に防止するためには、不祥事を起こそうとしても起こせない組織

を作り上げる必要があります。 

 

アクションポイント 

ア 不祥事等が発生したときは、組織全体の責任であると受け止め、所属の部署の権

限にこだわらず総合的に問題の解決にあたります。 

イ 職務執行の判断に当たっては、複数による組織的決定を行い単独で（勝手な）判

断を行いません。 

ウ 組織的決定に基づき、適正な手続きより職務を遂行します（甲賀市事務専決規程

に基づいて適正な決裁権者及び合議先を指定します。）。 

エ 管理監督者は、日ごろから何でも話せる職場の雰囲気作りに努め、報告・連絡・

相談の励行に努めます。 

オ 管理監督者は、日ごろから職場の状況、抱える問題点、リスクなどを点検します。 

カ 管理監督者は、所属内の業務について、担当者が法令を遵守して事務を処理して

いるか、定期的に確認します。 

 

関係規定 

ａ 管理監督職員の責務（甲賀市職員倫理規程第６条） 

  管理監督職員は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図る

とともに、監督責任を十分自覚し、職員の指揮監督をしなければならない。 

ｂ 組織的決定（甲賀市事務専決規程第３条） 

  市長の決裁事項並びに副市長、部長、次長及び課長の専決事項は、別表のとおり。 
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４ 問題発生時の対処 

 

  不祥事、問題などの発生リスクがゼロになることはありません。組織として、「不

正、事故などが起こる可能性はある。」との認識を浸透させ、問題等の芽が小さい

うちに対応できる健全な感覚を職員の中に育てていくことが大切です。 

  問題が発生したとき、それを隠そうとすることは、市民の信頼を裏切ることにな

ります。私たちの仕事は組織を守るためのものではありません。市民のために仕事

をしているという意識を常にもって、問題発生時の対処を行います。  

 

（１） 迅速かつ誠実な対応 

  ・正確に情報を把握し、被害の拡大を防止します。 

  ・冷静に伝聞情報と確認情報を区分して、問題発生の原因を分析します。 

  ・早急に上司に報告し、また、関係機関にも連絡します。 

 

（２） 事実をありのままに公表 

  ・確認できた事実、想定される危険等は、ありのままに公表します。 

  ・公表に当たっては、風評被害、被害者保護等に十分な配慮を行います。 

  ・事実関係の洗い出しは、徹底的に行います（事後の数値訂正は、情報全体の信

ぴょう性及び組織全体に対する不信を招きます。）。 

 

（３） 徹底した原因究明と再発防止に向けた改善努力 

  ・問題発生の原因となった行為とその誘因、遠因を把握します。 

  ・再発の防止のため、組織的、システム的な改善を行います。 

  ・同様の業務を行っている所属に対しても、主管課を通じて事実の概要、再発防

止に向けた取組を周知します。必要により全所属に対しても周知徹底をします。 

 

 前記（１）から（３）については、問題発生時の行動全般について留意しなければ

ならないことを記載したものです。 

各所属においては、それぞれの事務事業に関わる事故等を想定して策定しているマ

ニュアルに沿った対処を行います。 
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５ コンプライアンス推進体制 

（１） 職員の役割 

コンプライアンス推進管理者（コンプライアンス委員会） 

  委員長：副市長 

委員：教育長、市長直轄組織政策監、市長直轄組織危機・安全管理統括監、市長

直轄組織危機管理監、総合政策部長、総務部長、総務部理事、市民環境部

長、健康福祉部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長、各地域市民

センター所長、教育委員会事務局教育部長、信楽中央病院事務部長（水口

医療介護センター事務部長）、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、

監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会事務局長、法務室長 

  役割：全体の調整・統括などの管理を行う。 

職員の職務に係る法令遵守及び倫理の保持のための体制整備を推進する。 

     コンプライアンス委員会の委員となる。 

     市役所全体の体制整備の助言、法令遵守・倫理に関する事案に係る措置を 

行う。 

コンプライアンス推進責任者 

  所属長・各機関の長 

役割：不当要求行為防止責任者となる。 

所管事務について、職員の公正な職務の遂行を確保する。 

所管事務について、事務処理基準を作成する。 

組織的対応のための所属内での体制整備をする。 

     法令遵守・倫理に関する事案に係る措置要求を行う。 

直属の上司 

  担当職員の直属の上司（係長、課・室長補佐等） 

  役割：不当要求行為事案について組織的に対応する（複数対応や同席対応）。 

     コンプライアンス推進責任者（不当要求行為防止責任者）と連携する。 

コンプライアンス・マネージャー 

  法務室長 

役割：総合的に市の組織の中でコンプライアンスの監督・総合調整を行う。 

市の組織の中でコンプライアンスの状況を把握する。 

職員等からの公益通報の相談と不当要求行為に係る相談に応じる。 

公益通報と不当要求行為の事案の助言及び措置を行う。 

組織内のコンプライアンス意識の高揚と推進体制の計画策定と進捗管理 

を行う。  
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法務室 

  職員等の法令遵守と倫理の保持に関する相談、公益通報の受付と相談、不当要求

行為に係る相談の総合窓口及び外部機関との調整を行う。 

 

（２） 外部組織の役割 

 

コンプライアンス審査会 

会長・・・西堀 勝 

委員・・・森 美和子 

    石田 龍司 

    平井 建志 

       山本 久子 

審査会の職務： 

市から報告された不当要求行為の記録の調査及び審査を行う。 

公益通報の受理及び調査を行う（主に公益通報外部窓口が行う。）。 

公益通報の調査に基づく審査及び審査結果の通報者への通知を行う。 

公益通報による不利益扱いに係る是正申し立ての調査及び審査を行う。 

甲賀市法令遵守の推進条例第３条第５項の法令違反行為による上司からの 

命令及び指示の撤回に係る受理、調査及び審査を行う。 

同条例による制度の適正な運営に関して市長に意見を述べる。 

倫理の保持及び法令遵守に関する事項についての調査及び審査を行う。 

任期：２年 

 

公益通報外部窓口 

（外部相談員） 

   平井
ひ ら い

 建志
た て し

  ひらい法律事務所  滋賀県大津市京町二丁目 1-18 

電話 077-527-6607 ＦＡＸ 077-527-6608 

   山
や ま

本
も と

 久
ひ さ

子
こ

  草津法律事務所   滋賀県草津市西大路町 3-8  

ジュモ・オネティ 201 号室 

電話 077-516-1681 ＦＡＸ 077-567-5760 
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（３） コンプライアンス体制図 

 

   不当要求及び公益通報の場合は、下のフロー図に沿って対応します。 

 

            不当要求         公益通報 

組織的対応 

 

 

①    ①” 

          上司へ報告      対応 

                       報告 

 

                       対応 

             ②    ②”      ②”     ② 

報告    対応・事案の措置   報告  ❶ 通 報 ❶ 

 

④”対応・事案の措置 

 

            ③報告・相談     ③”対応・措置・助言 

 

 

 

                    ④不当要求                      

                    ❷倫理違反    ❷ 公益通報  ❷ 

                    ⑤ 

 

 

                    ⑥ 

        ⑦ 

 

  

 

        ⑧   ❹    ⑨ ❺ 

 

 

職員等 （正規職員、臨時職員、特別職） 

コンプライアンスマネージャー 

相談窓口（法務室） 公益通報外部窓口 

（外部相談員） 

コンプライアンス審査会 
コンプライアンス委員会 

（コンプライアンス推進管理者） 

コンプライアンス推進管理者（部長級） 

コンプライアンス推進責任者（所属長） 

報告 

調査協力 

任命権者 

（市長・議会・委員会） 

市  長 公表 市民 

⑦ 是正措置等 ❸ 

課等の長 

職員課長 

要求 違反 
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公益通報 

コンプライアンス 

相談窓口（法務室） 

ある事務処理に法令違反の可能性があることに気

がつき、職場で議論したが改善されない。 

不当要求行為 

（市長直轄組織） 

（危機管理監） 

行政法律相談 

(法務室) 

自分が担当している事務処理が法令に合致してい

るか心配であるが、自信がなく、通報するのはど

うも気がひける。 

有力者から、威圧的な言葉によって、職務上の便

宜を図れと迫られている。上司からも「なんとか

してやってくれ。」と指示されている。 

常軌を逸した言動で、繰り返し同じことを要求す

る来庁者の対応に苦慮している。説明をしても聞

き入れてもらえず、業務に支障がでている。 

相手方から、脅迫され、あるいは暴言を吐かれて、

職務上の便宜を図れと脅されている。 

ある業務の実施を検討しているが、普段なじみの

薄い法令（著作権法、特許法、会社更生法など）

が関わっており、解釈等に自信がない。 

ある業務の実施を検討しているが、明確な定義の

ない権利（肖像権、環境権など）が関わっており、

自信がない。 

ある折衝の相手方が暴力団員であり、このような

相手との交渉のノウハウがなく、全然進展しない。 

ケ ー ス 例 と 各 制 度 の 活 用 例 
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６ コンプライアンス向上のための取り組み 

 

（１） 研修と今後の取り組み 

   職員研修は、職場外研修、職場研修及び自己啓発研修により実施しています。   

特に職場外研修では、職種別、職階別に別れて服務規程や公務員としてのモラル、

行動規範、専門技術、人権等の研修を行っています。 

   今後、コンプライアンス向上のために身近に起こった不祥事を題材として、参

加者全員が意見を出し合える小さな単位での研修を実施します。また、朝礼、終

礼等において、この行動指針の中からひとつの事項を取り上げ、意見交換を行っ

てまいります。 

 

（２） 点検 

組織として起こしてはならないことは、基本的な業務をなおざりにし、業務に

支障を来たし、市民に迷惑を掛け、信頼を裏切ることです。例えば、税等の課税

や料金の請求漏れ（間違い）、許可等の処理期間の遅延、校正のされてない文書

の交付、市民に対しての誤発送、市民への事業の説明不足など、ちょっと気をつ

けていれば防げる事案です。 

このような事案を発生させないためにも、組織で点検管理できる体制を作る必

要があります。その体制については基本的なことでありますが、担当者の事務を

係長が、係長の事務を課室長補佐及び課室長が、課室長の事務を次長及び部長が

点検管理する体制を遵守します。 

さらに、所属において定期的に個人や組織の行動を「職員行動チェック」によ

り把握し、その結果について報告して、コンプライアンスの推進に努めます。 
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７ おわりに 

 

 平成２４年３月、甲賀市職員である私たち自らが「甲賀市職員コンプライアン

ス行動指針」を定めました。 

私たち職員には、全体の奉仕者として、市民との信頼関係をより確かなものに

し、公私にわたって高い倫理観を持ち続けることが求められます。 

また、職員一人ひとりが公務員としての自覚を持ち、自らの業務に目標を掲げ、

モチベーションを高めていく姿勢が必要です。 

もし、自分の行動に迷うことがあるときには、もう一度胸に手を当てて、下記

の観点から自らが進もうとしている道を見つめ直します。 

 

 

 

● 真に市民のためになっていますか？ 

● 公務員になりたいと思った動機は何でしたか？ 

● 家族や友人の前で胸を張って説明できますか？ 

● 将来を担う子ども達に同じことをさせられますか？ 

● 新聞やテレビに報道されても臆することはありませんか？ 
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職員行動チェック 

区分 チェック項目 個人 組織 

法令を遵守

し、誠実で公

正・公平に職

務を遂行し

ます。 

業務執行にあたっては、根拠となる法令等を必ず確認している

か。 
  

基本法令及び例規の趣旨に合致しているか常に意識し、業務を

執行しているか。 
  

組織として統一した基準に従い、公平に処理しているか。   

担当者の判断で、法令等に規定されていない例外的取扱いをし

ていないか。 
  

職場内の法令違反行為を知ったときは、これを隠蔽又は看過す

ることなく、所属長に相談できる体制となっているか。 
  

所属長は、法令違反行為を上司に報告するとともに、速やかに

法令違反行為の是正のための処置をとる体制としているか。 
  

法令違反行為について、庁内窓口の法務室か外部相談窓口へ通

報し、公益通報制度を積極的に活用する体制となっているか。 
  

公正な職務の遂行を妨げる行為があったときは、対応を 1人の

職員に任せず、組織として対応する体制となっているか。 
  

反社会的勢力には毅然として対応し、断固拒否しているか。   

自らを律し、

疑惑のない

行動をしま

す。 

公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために

用いていないか。 
  

利害関係者と接するにあたって、信用を失墜し、市民の不信や

疑惑を招く行為は行っていないか。 
  

官公庁間の接待及び贈答品の授受は行っていないか。   

自己の行為が業務目的に合致しているか。   

自己の行為が社会通念上許されるか。   

公職選挙に関して、慎重に対応しているか。   

個人情報を

適切に管理

します。 

個人情報を収集する場合は、使用目的を明確にして職務に必要

な範囲内で、原則として本人から取得しているか。 
  

個人情報の紛失や漏洩等はないか。   

個人情報を、目的外利用又は外部提供することは、原則として

禁止されていることを念頭において業務しているか。 
  

個人情報の取扱方針について、組織内で共有しているか。   

個人情報管理責任者（所属長）の許可が無いかぎり、個人情報

の持ち出しはしていないか。 
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区分 チェック項目 個人 組織 

積極的に情

報を提供し、

わかりやす

く丁寧な説

明をします。 

情報公開条例に基づき、積極的に情報を公開しているか。   

市民への説明責任を十分に果たしているか。   

市政に関する情報を積極的に市民に提供しているか。   

情報、資料等は、平易な言葉で的確な表現をしているか。   

情報、資料等は、数値目標や図表を使用しているか。   

適正な手続

きに基づき、

組織として

決定します。 

所属部署の権限にこだわらず、総合的に問題解決に当たってい

るか。 
  

判断に当たっては、上司等複数により組織的に決定しているか。   

組織の決定に基づき、適正な手続きにより職務を遂行している

か。 
  

管理監督者は、日ごろから何でも話せる職場の雰囲気作りに努

め、報告・連絡・相談の励行に努めているか。 
  

管理監督者は、日ごろから職場の状況、抱える問題点、リスク

などを点検しているか。 
  

管理監督者は、担当者が法令を遵守して事務を処理しているか

定期的に確認しているか。 
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